
（75～77条） 規則団体旅客運賃

第 ５ 節 団体旅客運賃

（団体旅客運賃）

第 75 条 第41条の規定によって団体乗車券を発売する場合の団体旅客運賃

は、次のとおりとする。

�１ 団体旅客運賃は、その全行程に対する１人当り大人普通旅客運賃又は小

児普通旅客運賃から第77条に規定する割引率を適用した割引額を差し引い

て、その１円未満の端数はこれを円単位に切り上げ、これに団体旅客運賃

の収受人員を乗じ端数計算した額とする。

�２ 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、前号により計算した大

人・小児各別の１人当り割引旅客運賃にそれぞれの団体旅客運賃収受人員

を乗じた額を合計し、端数計算した額とする。

（団体旅客運賃を計算する場合のキロ程の計算方）

第 76 条 団体旅客運賃を計算する場合は、第56条のキロ程の計算方を適用す

るほか、次のとおりとする。

�１ 旅客が第44条の規定により一部不乗区間の旅客運賃を支払うときは、前

後の区間及びその不乗区間のキロ程を通算する。

�２ 途中において、貸切区間が介在する場合は、その前後の区間のキロ程を

通算する。

（団体旅客運賃の割引率）

第 77 条 団体旅客運賃の割引率は、次のとおりとする。

種 別

人 員
中 学 校 団 体

そ の 他 の
学 校 団 体

普 通 団 体

1 5人以上 ３割引 ２割引 １割引

1 0 0人以上 ４割引 ３割引 ２割引

3 0 0人以上 ５割引 ４割引 ３割引

（注）中学校団体には義務教育学校後期課程、中等教育学校前期課程及び特別支援学
校の中学部を含む。



（78～80条） 規則団体旅客運賃

（団体旅客の無賃扱人員）

第 78 条 団体旅客に対しては、次の各号により引率者等の無賃輸送の取扱い

をする。

�１ 15人以上100人未満の団体 うち１人

�２ 100人以上の団体 149人まではうち２人、150人以上は50人

までを増すごとに１人を加える。

（無賃扱人員を含む団体旅客運賃の割引率の適用方）

第 79 条 団体旅客運賃の割引をするときは、前条の無賃扱人員を含む団体総

人員に相当する割引率を適用する。

（実際乗車人員が責任人員に満たない場合の収受運賃）

第 80 条 第46条の規定により条件をもって承認した団体旅客の実際乗車人員

がその責任人員に満たなくなった場合は、責任人員に相当する団体旅客運賃

を収受する。

２ 前項の規定により責任人員に相当する団体旅客運賃を収受する場合の不足

人員に対する旅客運賃の計算方は、次の各号による。

�１ 申込人員が大人だけの団体の場合は、大人とする。

�２ 申込人員が大人と小児との混合の団体の場合は、次のとおりとする。

イ 大人だけが減少した場合は、大人とする。

ロ 小児だけが減少した場合は、小児とする。

ハ 大人・小児がともに減少した場合は、各別に不足人員を計算する。

�３ 第１号の団体で小児が加わった場合、又は前号の場合で大人又は小児の

一方が減少し一方が増加した場合は、大人を１とし、小児を0.5に換算

し、その合計人員に不足したときの不足人員は大人とする。


